
１　 競争入札に付する事項

（１） 潮岬高層気象観測施設におけるＧＰＳゾンデ飛揚業務 （電子入札対象案件）

（２） 仕様書のとおり

（３） 仕様書のとおり

（４） （ 金 ）

２　 電子調達システムの利用

代えることができる。

３　 競争に参加する者に必要な資格

（１） 予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第７０条の規定に該当しない者であること。

ある場合に該当する。

（２） 予決令第７１条の規定に該当しない者であること。

（３）

（４）

ていないこと。

（５）

があり、当該状態が継続している者でないこと。

（６）

時までに是正を完了している者を除く。）

（７）

こと。（入札参加関係書類提出時において、直近２年間の保険料の未納がないこと。）

４　 仕様書及び契約条項を示す時期及び場所

（ 火 ） 17時00分まで

〒540-0008 大阪市中央区大手前４－１－７６　　大阪合同庁舎第４号館（１５階）

大阪管区気象台総務部会計課

電話 06-6949-6301

※ 入札関係書類は、大阪管区気象台ホームページの入札・調達情報からダウンロードして使用することができる。
https://www.data.jma.go.jp/osaka/chotatsu/R5/anken/shionomisakikousou5/shionomisakikousou5.html

５　 入札手続等

（１） 証明書等の提出期限、提出書類及び提出先

（ 金 ）

ア　電子入札方式　証明書等（資格審査結果通知書等）、確認書、誓約書

イ　紙入札方式 証明書等（資格審査結果通知書等）、紙入札方式参加願、誓約書

電子入札方式の場合は電子調達システムにより提出し、紙入札方式の場合は上記４まで提出すること。

（２） 入札書提出期限

（ 月 ）

提出先は（１）と同様とする。

（３） 開札の日時及び場所

（ 火 ）

大阪管区気象台１６階会議室

６　 入札保証金

免除する。

７　 契約保証金

免除する。

８　 その他

（１） ３に示す資格を有しない者及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

（２）

の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

（３）

とする。また落札者決定後、契約書を作成する。

（４） 原則として、当該入札の執行において入札執行回数は２回を限度とする。

ない。

（５） 詳細は入札説明書による。

支出負担行為担当官

横田　寛伸

令和4・5・6年度国土交通省競争参加資格 （全省庁統一資格）において、「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」等級に格付け

され、「近畿」地域の競争参加資格を有する者であること。

　　　大阪管区気象台長

令 和 5 年 6 月 6 日

令 和 5 年 6 月 9 日

令 和 5 年 6 月 19 日

令 和 5 年 6 月 20 日

令 和 5 年 5 月 23 日

本案件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムにより難い者は、発注者に申し出た場合に限り、紙入札方式に

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由が

証明書等（資格審査結果通知書（写）等）の提出期限から開札の時までの期間に大阪管区気象台から指名停止の措置を受け

警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省公共事業等からの排除要請

予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者

14時00分

契 約 件 名

仕 様 及 び 規 格

履 行 場 所

履 行 期 限

入　　札　　公　　告

令 和 5 年 9 月 8 日

第二契約係

17時00分

なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予決令第９９条の２の規定に基づく随意契約には移行し

労働者派遣法（第３章第４節の規定を除く。）の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分（指導を含む）

を受けた日から５年を経過しない者でないこと。（これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出

労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がない

入札金額は総価を記入する。落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加

算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札

者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分

17時00分

https://www.data.jma.go.jp/osaka/chotatsu/R5/anken/shionomisakikousou5/shionomisakikousou5.html


【契約の概要調書】

（契約件名）

潮岬高層気象観測施設におけるＧＰＳゾンデ飛揚業務

契約の概要

【業務内容】

（１）令和５年６月２８日から令和５年８月２８日において 1日1回、08:30にＧＰＳゾンデ飛揚（定時飛

揚）を実施する。

また気象庁より別途指示する日に定時飛揚とは別の時間にＧＰＳゾンデ飛揚 （臨時飛揚）する

こと。臨時飛揚は20:30に飛揚することとし、予定回数は10回、実績に 応じて別途精算するもの

とする。

（２）GPS ゾンデ飛揚作業の前に GPS ゾンデの飛揚前点検の実施及び飛揚器材の組み立て

（ゴム気球への水素ガスの充填作業を含む）を実施し、GPS ゾンデ飛揚を実施する。

（３）飛揚器材（官給品）の飛揚器材管理表及び不良器材報告の 作成、整理、監督職員への報告

（４）飛揚データの気象監視・警報センター現業へのデータ送信

（５）気象監視・警報センター現業へ、作業開始、終了時の電話連絡

（６）火災発生等緊急時の消防、警察及び気象監視・警報センターへの緊急連絡

【履行期間】　

（ 金 )

　 【履行場所】

〒649-3502

和歌山県東牟婁郡串本町潮岬３３８０－1

潮岬特別地域気象観測所内潮岬高層気象観測施設

（注意点等）

・ 参加方式確認書類の提出期限 （ 金 ）

・ 最低価格落札方式

・ 電子調達システム対象案件

・ 仕様書は大阪管区気象台HPよりダウンロードできます。

・ 紙入札方式で参加される場合も、必ず電子くじ番号を設定してください。

令 和 5 年 9 月 8 日

令 和 5 年 6 月 9 日 17時00分

　本契約は潮岬高層気象観測施設において、気象庁で定めた時間に GPS ゾンデを飛揚し、
所定のデータを取得、保存して、気象庁へ送信することを目的とする。

主な業務は以下のとおり。


